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第
七
八
回
日
比
谷
メ
ー
デ
ー�

委
員
会
を
代
表
し
て
挨
拶
が
さ
れ
た
。

続
い
て
増
淵
・
都
労
連
委
員
長
、
島
田
・
東
京

都
産
業
労
働
局
長
、
福
島
み
ず
ほ
・
社
会
民
主
党

党
首
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
連
帯
挨
拶
を
受
け
、
メ
ッ
セ

ー
ジ
披
露
、
各
界
か
ら
の
決
意
表
明
・
訴
え
が
さ

れ
た
。
国
労
闘
争
団
か
ら
は
小
野
浩
二
副
議
長
が

力
強
く
訴
え
た
。

ア
ピ
ー
ル
採
択
・
団
結
が
ん
ば
ろ
う
の
後
、
二

コ
ー
ス
に
分
か
れ
デ
モ
に
出
発
し
た
。
国
労
は
土

橋
コ
ー
ス
に
参
加
し
て
市
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

今
年
も
第
七
八
回
日
比
谷
メ
ー
デ
ー
式
典
が
、

日
比
谷
野
外
音
楽
堂
を
メ
イ
ン
会
場
に
し
て
開
催

さ
れ
た
。

民
間
労
組
懇
・
田
宮
さ
ん
の
司
会
で
始
ま
り
、

佐
々
木
・
東
水
労
副
委
員
長
と
石
上
・
国
労
東
京

執
行
委
員
を
議
長
団
に
選
出
し
た
。

主
催
者
を
代
表
し
て
阿
部
・
国
労
東
京
委
員
長

よ
り
「
①
〇
七
年
春
闘
の
評
価
と
労
働
法
制
改
悪

の
動
き
へ
の
警
戒
、
②
民
営
化
二
〇
年
の
Ｊ
Ｒ
の

状
況
と
問
題
点
。
不
採
用
問
題
で
の
解
決
の
緊
急

性
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
第
七
次
勧
告
。
四
者
・
四
団
体
の

固
い
団
結
と
世
論
喚
起
。
地
方
自
治
体
意
見
書
採

択
の
増
加
と
世
論
の
盛
り
上
が
り
、
③
平
和
と
民

主
主
義
を
守
る
闘
い
に
つ
い
て
、『
教
育
基
本
法
』

『
国
民
投
票
法
案
』
『
米
軍
再
編
特
別
措
置
法
案
』

の
動
き
と
共
に
、
憲
法
を
改
正
し
戦
争
で
き
る
国

づ
く
り
へ
と
突
き
進
ん
で
い
る
。
憲
法
改
悪
反
対

の
闘
い
に
全
力
を
挙
げ
、
参
議
院
選
挙
で
の
平
和

憲
法
を
守
る
勢
力
の
圧
倒
的
な
勝
利
に
向
け
、
総

力
を
結
集
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
」
と
、
実
行

Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
軍
総
司
令
部
）
に
突
き
返
さ

れ
る
中
、
鈴
木
安
蔵
氏
を
中
心
に
し
た
『
憲

法
研
究
会
』
が
完
成
さ
せ
た

『
憲
法
草
案
要
綱
』
が
官
邸

と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
さ
れ
、
こ

れ
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
お
手
本

と
な
っ
た
こ
と
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

資
料
で
も
明
ら
か
で
あ
る
ほ

か
、
五
〇
年
代
に
内
閣
に
置

か
れ
た
憲
法
調
査
会
も
認
め

て
い
る
こ
と
。

更
に
、
こ
の
草
案
に
『
戦

力
不
保
持
』
の
条
文
は
な

く
、
軍
事
に
関
し
て
は
一
切

記
述
し
な
い
こ
と
で
、
戦
争

反
対
の
態
度
を
示
し
て
い

た
。後

に
、
幣
原
喜
重
郎
首
相

（
当
時
）
の
言
葉
か
ら
生
ま

れ
た
戦
争
放
棄
と
戦
力
不
保

持
を
定
め
た
九
条
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
追
加
し
た
事
も
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

カ
ン
パ
・
自
主
上
映
の
申

し
込
み
は
左
記
ま
で

「
日
本
の
青
空
」
製
作
委

員
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
三
‐
三
五
二
四
‐
一
五
六
五
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
三
‐
三
五
四
九
‐
〇
六
一
七

「
世
界
に
冠
た
る
平
和
憲
法
」
で
あ
る
、
日

本
国
憲
法
を
改
正
す
る
事
だ
け
を
目
的
と
し

た
「
国
民
投
票
法
」
が
、

五
月
一
四
日
成
立
し
た
。

早
け
れ
ば
二
〇
一
一
年

に
も
改
正
憲
法
案
を
ま
と

め
あ
げ
、
国
民
投
票
に
訴

え
る
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
社
会
民

主
党
機
関
紙
「
社
会
新
報
」

第
四
四
四
〇
号
（
〇
七
年

五
月
一
一
日
付
）
が
「
こ

の
映
画
に
注
目
『
日
本
の

青
空
』
」
の
欄
で
自
主
上
映

映
画
を
紹
介
し
て
い
る
。

リ
ー
ド
で
は
「
改
憲
が

必
要
だ
と
主
張
す
る
人
が

よ
く
口
に
す
る
の
が
『
憲

法
は
米
国
に
押
し
付
け
ら

れ
た
も
の
だ
か
ら
、
日
本

人
の
手
で
変
え
る
の
は
当

た
り
前
』
と
い
う
理
屈
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
小
室
皓

充
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
大

澤
豊
監
督
ら
映
画
人
が
改

憲
阻
止
運
動
の
一
環
と
し

て
、
押
し
付
け
を
否
定
す

る
歴
史
的
事
実
を
分
か
り
や
す
い
劇
映
画
に

し
た
。
企
業
か
ら
の
制
作
資
金
協
力
が
望
め

な
い
本
作
は
、
市
民
か
ら
の
カ
ン
パ
で
支
え

ら
れ
た
。
現
在
は
、
全
国
で
一
年
以
上
か
け

て
自
主
上
映
会
を
開
催
中
だ
」
と
、
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

内
容
は
端
的
で
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に

深
く
関
わ
っ
た
鈴
木
安
蔵
氏
に
ス
ポ
ッ
ト
を

あ
て
、
日
本
政
府
が
作
成
し
た
憲
法
法
案
が

実行委員会を代表して挨拶する

阿部委員長
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井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
野
球
場
で
開
催
さ
れ

た
。東

京
地
本
は
準
備
地
本
と
い
う
こ
と
で
、

一
昨
年
優
勝
の
横
浜
支
部
と
昨
年
優
勝
の
新

橋
支
部
の
二
チ
ー
ム
が
参
加
し
た
。

一
〇
日
は
天
候
の
悪
化
が
見
込
ま
れ
、
急

遽
五
面
の
グ
ラ
ン
ド
使
用
で
の
開
催
と
な
っ

た
が
、
審
判
団
の
協
力
に
よ
り
無
事
プ
レ
ー

を
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

翌
一
一
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
Ａ
・
Ｂ
各

ブ
ロ
ッ
ク
の
勝
敗
表
か
ら
、
東
京
Ａ
（
新
橋

支
部
チ
ー
ム
）
と
東
京
Ｂ
（
横
浜
支
部
チ
ー

ム
）
が
勝
ち
抜
け
、
決
勝
戦
を
戦
っ
た
。

一
進
一
退
の
攻
防
だ
っ
た
が
、
東
京
Ａ

（
新
橋
支
部
チ
ー
ム
）
が
守
備
・
攻
撃
と
も

に
若
干
上
回
り
、
優
勝
旗
を
手
に
し
た
。

五
月
二
七
日
、
北
区
教
育
会
館
に
お
い
て
国
労

東
京
出
向
者
連
絡
会
第
四
回
総
会
が
開
催
さ
れ

た
。今

年
の
総
会
は
、
四
月
に
「
Ｎ
Ｆ
二
〇
〇
八
に

お
け
る
駅
の
あ
り
方
」
で
、
各
企
画
会
社
へ
の
駅

業
務
移
管
と
出
向
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
運
輸

職
協
、
駅
の
仲
間
も
参
加
し
て
の
開
催
と
な
っ
た
。

村
木
副
議
長
の
司
会
挨
拶
に
始
ま
り
、
阿
部
委

員
長
か
ら
の
主
催
者
挨
拶
、
鈴
木
出
向
連
議
長
の

挨
拶
と
進
み
、
工
務
・
電
気
の
両
職
協
か
ら
来
賓

挨
拶
を
受
け
た
後
、
新
橋
支
部
、
大
宮
地
区
本
部
、

神
奈
川
地
区
本
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
を
受
け
、

伏
見
事
務
長
か
ら
経
過
報
告
、
決
算
報
告
、
予
算

案
提
起
が
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
各
職
能
別
分
散
会
に
分
か
れ
交
流
。

こ
こ
で
は
、
出
向
職
場
に
お
け
る
劣
悪
な
職
場
実

態
が
熱
心
に
報
告
・
交
流
さ
れ
、
分
散
会
報
告
で

駅
の
仲
間
か
ら
は
、
「
出
向
先
の
各
企
画
会
社
に

よ
り
就
業
規
則
が
違
う
。
病
気
休
暇
の
あ
る
と
こ

平
成
一
九
年
度
新
規
採
用
者
の
皆
さ
ん
！

Ｊ
Ｒ
東
へ
の
入
社
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
た
ち
国
労
は
心
か
ら
入
社
を
歓
迎
し
ま
す
。

前
号
で
、
皆
さ
ん
が
Ｊ
Ｒ
東
日
本
で
働
き
、

手
に
す
る
賃
金
（
給
料
）
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
。
今
回
は
、
前
月
二
五
日
に
指
定
さ

れ
た
日
々
の
所
定
労
働
時
間
以
外
に
働
い
た
場

合
の
割
増
賃
金
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
が
一
年
間
に
働
く
所
定
労
働
時
間

は
、
一
八
二
五
時
間
三
〇

分
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

（
動
力
車
勤
務
と
非
現
業
勤

務
を
除
く
）

所
定
労
働
時
間
以
外
に

働
い
た
場
合
、
深
夜
時
間

帯
に
働
い
た
場
合
、
そ
の

時
間
（
余
計
に
働
い
た
分
）

に
対
し
て
は
『
割
増
賃
金
』
が
支
払
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
、
何
が
、
ど
れ
だ
け

の
割
合
で
『
割
増
し
』
が
さ
れ
る
の
か
？

『
割
増
賃
金
』
に
は
、
超
過
勤
務
手
当
と
夜

勤
手
当
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
初
め
に
、
超
過
勤
務
手
当
て
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。
『
割
増
賃
金
』
計
算
を
行
う
上

で
、
そ
の
基
礎
と
な
る
の
が
前
号
で
お
知
ら
せ

し
た
、
皆
さ
ん
各
自
の
初
任
給
（
基
本
給
）
で

す
。

ろ
と
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
商
品
の
目
玉
で

あ
る
ス
イ
カ
が
販
売
で
き
ず
、
利
用
客
か
ら
『
駅

な
の
に
な
ぜ
売
っ
て
な
い
の
』
と
聞
か
れ
、
何
も

い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
矛
盾
が
あ
る
」
と
の
実

態
報
告
を
受
け
た
。

鈴
木
議
長
か
ら
、
駅
の
仲
間
を
含
め
た
東
京
地

本
出
向
連
組
織
の
整
備
を
進
め
て
い
く
と
集
約
を

受
け
、
現
行
の
役
員
再
選
を
確
認
後
、
鈴
木
議
長

の
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
決
意
を
固
め
あ
っ
た
。

引
き
続
く
第
二
部
交
流
で
は
軽
食
を
囲
ん
で
の

交
流
を
行
い
、
団
結
の
水
を
交
え
、
よ
り
深
い
議

論
が
交
わ
さ
れ
た
。

五
月
一
〇
・
一
一
日
、
国
労
東
日
本
本

部
主
催
の
第
一
一
回
軟
式
野
球
大
会
が
大

計
算
方
法
は
、

①
一
時
間
当
り
の
賃
金
額
計
算
＝
（
基
本
給
＋
都
市
　

手
当
＋
職
務
手
当
＋
技
能
手
当
）
／
一
四
九．

九

※
　
こ
の
際
、
小
数
点
以
下
第
三
位
は
切
上
げ

②
①
の
計
算
結
果
に
、
Ａ
単
価
（
一
〇
〇
／
一
〇
　

〇
）、
Ｂ
単
価
（
一
三
〇
／
一
〇
〇
）、
Ｃ
単
価

（
三
五
／
一
〇
〇
）、
Ｄ
単
価
（
一
三
五
／
一
〇

〇
）
を
乗
じ
る

※
　
こ
の
際
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入

③
休
日
労
働
＝
Ｄ
単
価
、
そ
れ
以
外
の
労
働
＝
Ｂ
単
価

④
し
か
し
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
た

所
定
労
働
時
間
の
一
部
を
欠
い
た
場
合
、
所
定
労

働
時
間
数
に
達
す
る
ま
で
の
時
間
＝
Ａ
単
価

と
、
な
り
ま
す
。

次
に
、
夜
勤
手
当
に
つ
い
て
で
す
。

夜
勤
手
当
は
、
深
夜
時
間
帯
（
二
二
時
〜
朝
五

時
ま
で
の
七
時
間
）
に
労
働
し
た
時
間
数
に
対
し

支
払
わ
れ
る
『
割
増
賃
金
』
で
、
そ
の
単
価
は
Ｃ

単
価
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

少
し
興
味
を
持
ち
、
自
分
の
賃
金
（
給
料
）
額

を
計
算
し
て
み
る
の
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

働
い
た
時
間
（
実
働
労
働
分
）
に
対
し
、
決
め

ら
れ
た
ル
ー
ル
で
計
算
さ
れ
た
金
額
が
支
払
わ
れ

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
多
く
て
も
少
な

く
て
も
い
け
な
い
の
で
す
。

事
実
、
過
払
い
・
未
払
い
が
現
実
に
あ
り
、
未

払
い
に
対
す
る
追
給
は
ま
だ

し
も
、
過
払
い
に
対
し
て
は

戻
入
と
な
り
、
数
十
万
円
単

位
で
請
求
さ
れ
る
事
実
も
現

実
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
事

者
に
な
ら
な
い
為
に
も
、
少

し
の
興
味
が
大
切
だ
と
私
た

ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

私
た
ち
国
労
は
、
仲
間
が
安
心
し
て
働
き
続
け

る
こ
と
の
出
来
る
労
働
条
件
の
確
立
を
追
求
し
続

け
て
い
ま
す
。

新
入
社
員
の
皆
さ
ん
か
ら
の
、『
疑
問
』『
質
問
』

『
相
談
』
に
応
え
る
準
備
を
整
え
て
い
ま
す
。

な
ん
で
も
Ｏ
Ｋ
！
そ
の
疑
問
・
質
問
に
お
答
え

し
ま
す
。

次
号
で
は
、
休
日
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

準
優
勝
の
神
奈
川
チ
ー
ム

優
勝
し
た
新
橋
チ
ー
ム

職
能
別
分
散
会


